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政府は文化の日の11月３日に秋の叙勲受章者を発表しました。このうち三種町在住の受章者は、前三種
町教育長の大塚強氏（77歳・中嶋）が教育功労で瑞宝小綬章を受章しました。

東北大学文学部卒。
昭和33年に盛岡一高定時制に採用、花輪高、能代北高など
で教壇に立つ。
県教育庁高等教育課主任管理主事を経て昭和63年以降は鷹
巣高、大館鳳鳴高、秋田北高の校長を歴任。
平成15年に旧山本町教育長に就任。三町合併後の三種町で
も18年６月から22年６月まで教育長を務め、町教育行政を
リードするとともにその発展に大きく寄与した。

大　 塚　　 強 氏（77歳・中嶋）

三浦隆司後援会では、ＫＯ勝利の感動を共有する仲間を募集しています。後援会会員にはチャンピオン応
援席を優先的に確保しますので、ご希望の方は、早めにご連絡ください。なお、残念ながら今回は年末年始
であるため、応援ツアーバスの運行ができません。会場までは各自となりますのでご了承ください。
勝利後はもちろん三浦隆司選手を囲んで祝勝会を予定しています。

瑞宝小綬章「教育功労」

永年の功績をたたえて 永年の功績をたたえて 秋の叙勲 秋の叙勲 秋の叙勲 

世界スーパーフェザー級チャンピオン

三浦　隆司 選手

Ｖ2防衛大晦日決戦 Ｖ2防衛大晦日決戦 Ｖ2防衛大晦日決戦 

入会金 一人3,000円（特製応援Ｔシャツ付き） 年会費 一人1,000円

特　典 応援団席の優先販売、会員相互および三浦隆司選手との交流、後援会報の無料購読

〒018－2401 山本郡三種町鵜川字岩谷子８　三浦隆司後援会事務局（三種町役場内）TEL 85－2111

三浦隆司選手の次の試合が、12月31日の大晦日、東京都大田区総合
体育館に決定しました。対戦相手は同級世界ランク２位のダンテ・ハル
ドン選手（メキシコ、25歳）です。ダンテ選手は、24勝３敗、（20ＫＯ）
の戦歴で、“クレイジー”という異名を取る選手です。
一方、世界チャンピオン三浦隆司選手は、去る８月18日にメキシコ

の観光地カンクンで行われた初防衛戦で、世界ランク１位のセルヒオ・
トンプソン選手を破ったばかり。今回は世界ランク２位の相手と言うこ
とで、連続して強敵とのタイトルマッチとなりました。
しかし三浦隆司選手は、初防衛の報告を９月に三種町で行った後、

Ｖ２の防衛戦が11月にも予定されていたということもあり、走り込み
や合宿を早めに行っていました。そして、体調を万全に整え、ＫＯで勝
利したいとインタビューに答えています。
また、「大晦日という特別な日に試合ができることを嬉しく思います。
強い相手と戦うことは、精神的にも技術的にも自分を高めるいい機会です。」と、チャンピオンとしての風格も見せ
ています。今度こそ、三浦隆司選手のボンバーレフトによるＫＯ勝利を期待し、みんなで応援しましょう。

三浦隆司後援会からのお願い
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展示・ステージ発表 各種コーナーほか 展示・ステージ発表 各種コーナーほか 

10月26日、27日の２日間の日程で、「豊かな文化

ときらめく笑顔　三種町町民祭」をテーマとした第８

回三種町町民祭が三種町琴丘総合体育館を会場に開催

されました。

今年は、台風27号の接近による天候の悪化が心配

されましたが、両日とも小雨が時おりパラつく程度だ

ったことから出足に大きく影響することはなく、来場

者数は昨年を500人程度上回る4,600人となりました。

▲大人気だった保育園児による発表 ▲ちびっ子たちが悪役戦闘員に挑戦 ▲三種ゆきこさんが故郷で熱唱

▲夢之助師匠による講演会 ▲初お目見え、ダーツ近藤氏によるギター演奏 ▲３中学校合同による演奏

｢豊かな文化ときらめく笑顔　三種町町民祭｣ 

三種町町民祭 三種町町民祭 三種町町民祭 第8回 

メインアリーナの展示コーナーには、小・中学生に

よる図画・工作・習字・短歌・俳句・墨絵などや、書

道・華道・写真・手芸・俳句などの一般作品、生涯学

習作品、芸術文化協会作品など、合わせて2,283点の

傑作・力作が所狭しと展示されました。

また、サブアリーナで行われたステージ発表では、

各種舞踊・琴・合唱・詩吟・ダンス・体操など17団

体が日ごろの練習の成果を披露し、来場者の目と耳を

楽しませました。

このほか、今年は特別企画として、保育園児による

発表、ガヤルダーハチショー、三種ゆきこコンサート、

製品安全セミナー、三笑亭夢之助講演会などが行われ、

会場は多くの人出で賑わいました。

屋内では抹茶コーナー、おしゃべりサロン、クイッ

ク施術体験コーナー、はし作り体験コーナー、似顔絵

コーナーなどが、また野外では、じゅんさい汁・豚

汁・串カツのふるまいコーナー、ホウライマスの釣り

堀、岩手県普代村物産販売コーナー、炊き出し体験コ

ーナー、包丁とぎ、模擬柱立て、餅まきなどが行われ

ました。

このほか、パッチワーク・キルトやストーンアート、

はしご車、日本海ふるさと俳画大会作品などの各種展

示や、町内３中学校ブラスバンド部による合同演奏会、

ブルーベリー苗木のプレゼント、大曲集落営農組合に

よる餅つき・餅まきなどの楽しいイベント・催し物が

行われ、今年の来場者数は２日間で延べ4,600人の来

場者を数えました。



人件費以外の経費人件費以外の経費 
8,566,044千円　千円　83.1％ 
人件費以外の経費 
8,566,044千円　83.1％ 

人件費 
1,746,060千円 
16.9 ％ 

歳出額 10,312,104千円 
人件費 
1,689,913千円 
15.7%

人件費以外の経費 
9,520,224千円 
85.0％ 
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町職員など地方公務員の給与・定員等は、各地方自治体の運用によりますが、同時に、自律機能による給

与水準の適正化が求められています。町では、職員の給与や定員の状況を町民のみなさんに公表することに

より、ご理解とご協力を得ながら、より適正な給与水準、定員管理に努めていきます。

なお、町職員の給与は、町議会の審議を経て条例で定められており、その制度については国に準じたもの

になっています。また、町職員の定員も条例で定められており、効率的な行政サービスを行うことができる

よう、それぞれ配置しております。

１人当たり 

給 与 費 

給　　与　　費 

職員数 
計 

期末・ 

勤勉手当 
職員手当 給　料 

千円 千円 千円 千円 千円 人 

5 , 2 3 4 1 , 0 7 8 , 1 1 5 2 6 4 , 9 8 0 9 4 , 8 9 3 7 1 8 , 2 4 2 2 0 6 

※職員手当に退職手当は含まない。 

※職員数は平成24 年４月１日現在の普通会計における人数。 

平均給与月額 平均給料月額 平均年齢 区　　分 

3 4 6 , 8 0 0 円 3 1 4 , 4 0 0 円 4 4 . 4 歳 一般行政職 

2 9 6 , 0 0 0 円 2 6 1 , 7 0 0 円 4 6 . 6 歳 技能労務職 

※給料とは基本給、給与とは給料に諸手当を加えたものです。 

国 秋田県 三種町 区　　分 

1 7 2 , 2 0 0 円 1 7 2 , 2 0 0 円 1 7 2 , 2 0 0 円 大学卒 
一　般 

行政職 
1 4 0 , 1 0 0 円 1 4 0 , 1 0 0 円 1 4 0 , 1 0 0 円 高校卒 

－ 1 3 7 , 2 0 0 円 1 3 7 , 2 0 0 円 高校卒 
技　能 

労務職 

経験年数 

2 0 年 

経験年数 

1 5 年 

経験年数 

1 0 年 
区　　分 

3 3 0 , 8 0 0 円 2 8 6 , 4 0 0 円 2 5 6 , 5 0 0 円 大学卒 

一　般 

行政職 

3 1 1 , 1 0 0 円 2 7 4 , 4 0 0 円 1 9 1 , 0 0 0 円 高校卒 

2 5 8 , 8 0 0 円 2 4 8 , 6 0 0 円 1 9 1 , 7 0 0 円 高校卒 
技　能 

労務職 

※経験年数は卒業後の換算年数です。 採用前に民間企業等で勤 
務した場合などは、 その期間を換算し採用後の経験年数に加 
えます。 

計 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 区　分 

主事補 

主　事 
主任 

係長 

主査 

課長 

補佐 
課長 主管 

標準的な 

職務内容 

1 5 5 人 1 4 人 1 7 人 7 2 人 3 1 人 1 7 人 4 人 職員数 

1 0 0 % 9 . 0 % 1 1 . 0 % 4 6 . 4 % 2 0 . 0 % 1 1 . 0 % 2 . 6 % 構成比 

※職員数は、給与条例に基づく給料表の級区分によります。 

※標準的な職務内容とは、 それぞれの級に該当する代表的な職 

務です。 

※一般行政職は、税務職、看護 ・ 保健職、福祉職、企業職、技 

能労務職以外の職員です。 

人件費の状況（平成24年度普通会計決算）１ 職員給与費の状況（平成24年度普通会計決算）２

職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額
（平成25年４月１日現在）３ 職員の初任給の状況

（平成25年４月１日現在）４

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成25年４月１日現在）５ 一般行政職の級別職員数等の状況

（平成25年４月１日現在）６

三種町職員の給与等をお知らせします 三種町職員の給与等をお知らせします 



期 末 手 当 給料・報酬月額 区　分 

支給割合　2. 8 7 5 月分 

7 5 5 , 0 0 0 円 町　 長 

5 6 0 , 0 0 0 円 副 町 長 

5 1 3 , 0 0 0 円 教 育 長 

支給割合　2. 8 7 5 月分 

2 8 8 , 0 0 0 円 議　 長 

2 5 5 , 0 0 0 円 副 議 長 

2 4 1 , 0 0 0 円 議　 員 

主な増減理由 
対前年 

増減数 

職員数 　　　区　分 

部　門　　　 2 5 年 2 4 年 

0 3 3 議　会 

一 　 
　 

般 　 
　 

行 　 
　 

政 

業務の合理化 △　 5 4 9 5 4 総　務 

0 1 2 1 2 税　務 

保育士新規採用 1 3 4 3 3 民　生 

0 1 5 1 5 衛　生 

業務の合理化 △　 1 2 0 2 1 農林水産 

0 7 7 商　工 

0 1 9 1 9 土　木 

△　 5 1 5 9 1 6 4 小　計 

業務の合理化 △　 1 2 5 2 6 教　育 特別行政 

業務の合理化 △　 1 3 4 水　道 公 
営 
企 
業 
等 

0 5 5 下水道 

職員派遣等 2 1 8 1 6 その他 

1 2 6 2 5 小　計 

△　 5 2 1 0 2 1 5 合　　計 

※公営企業等のうち、 水道は水道及び簡易水道事業職員、 下水 

道は下水道及び農業集落排水事業職員、 その他は温泉事業及 

び国保、介護事業職員です。 

※教育には、教育長を含んでいません。 

４）その他の手当 

支給単価 内　　　容 区　分 

1 3 , 0 0 0 円 配偶者 

扶 養 手 当 

6 , 5 0 0 円 
配偶者以外２人まで 

（１人につき） 

6 , 5 0 0 円 

扶 養 親 族 の 要 件 を 満 た さ な い 

配 偶 者 を 有 す る 者 の そ の 他 の 

扶 養 親 族 の １ 人 目 

1 1 , 0 0 0 円 
配 偶 者 の な い 職 員 の 扶 養 親 族 

１ 人 目 

加算5, 0 0 0 円 1 6 歳から22 歳の子１人につき 

2 7 , 0 0 0 円 借家支給限度額 
住 居 手 当 

5 5 , 0 0 0 円 交通機関利用支給限度額 
通 勤 手 当 

2 4 , 5 0 0 円 自動車等利用支給限度額 

職務の級６級　月額42 , 0 0 0 円 

管理職手当 職務の級５級　月額32 , 0 0 0 円・40 , 0 0 0 円 

職務の級４級　月額22 , 0 0 0 円 

1 7 , 8 0 0 円 世帯主で扶養親族のある職員 

寒冷地手当 1 0 , 2 0 0 円 世帯主で扶養親族のない職員 

7 , 3 6 0 円 その他の職員 

※寒冷地手当の支給は11 月から翌年３月まで。 

３）退職手当 （平成25 年４月１日現在） 

勧奨・定年 自己都合 区　　　　分 

2 7 . 3 0 月分 2 1 . 0 0 月分 勤 続 2 0 年 

4 2 . 1 2 月分 3 3 . 7 5 月分 勤 続 2 5 年 

5 9 . 2 8 月分 4 7 . 5 0 月分 勤 続 3 5 年 

5 9 . 2 8 月分 5 9 . 2 8 月分 最高限度額 

定年前早期退職特例　２～20 ％ その他の加算措置 

2 1 , 9 6 2 千円 １人当たり平均支給額 

※１人当たり平均支給額は、 前年度に退職した全職種に係る職 

員に支給された平均額です。 

5

２）時間外勤務手当 （普通会計職員） 

1 3 , 2 4 3 千円 支給実績 
平成24 年度決算 

8 0 , 2 6 2 円 １人当たり平均支給年額 

１）計画期間 　　平成18 年４月１日～平成28 年４月１日 
　　　　　　　　   （平成 ２ ４ 年度　見直し） 

２）数値目標 　　平成28 年　20 0 人 
３）進ちょく状況 

（単位：人） 

Ｈ28 年 Ｈ24 年 Ｈ23 年 Ｈ22 年 

2 0 0 2 1 5 2 1 5 2 3 3 目 標 値 

2 0 0 2 1 5 2 1 5 2 2 4 実 職 員 数 

－ 0 △       9 △   1 0 対 前 年 比 

－ 1 1 5 1 2 退 職 者 数 

－ 5 3 3 新規採用者数 

※教育長を除きます。 

職員の手当の状況７

部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）８ 特別職の報酬等の状況（平成25年４月１日現在）９

定員適正化計画の数値目標及び進ちょく状況10

１）期末手当・勤勉手当 
○平成24年度１人当たり平均支給額　1,382千円 

○平成24年度支給割合 

期末手当　　　　　　勤勉手当 

○職制上の段階、職務の級等による加算措置 
　役職加算５～15％ 

2.6月分 1.35月分 
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○　農業用機械に使用する軽油の免税証交付申請の集合受付を行います。

○　各地域の受付日程は次のとおりです。交付を希望する方は、必要書類を準備の上、下記の受付日に申請してくだ

さい。お住まいの地域の受付に都合が付かない場合は、他の会場でも申請することができます。

○　平成26年２月10日までは県税事務所窓口では申請できません。県税事務所窓口に申請を行う場合には、免税証

の交付が大幅に遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

○　下記地域以外の受付日程については、県税事務所までお問い合わせください。

●１当日は大変混み合うことが予想されますので、必ず申請書に記入しておこしください。原則として、受付
は記入された方から行います。申請書用紙の無い方は下記お問い合わせ先に連絡してください。
●２平成26年の耕作期間中に使用者証（厚紙）の有効期間が到来する場合は、更新申請が必要です。
●３秋田県証紙（400円分）は免税証交付時にいただきます。
●４共同申請で、使用者が加わる場合は更新申請、使用者が脱退等する場合は書換申請が必要になります。
なお、印鑑と耕作証明書は全員のものが必要になります。

注
　
意

●受付日程 ●必要書類一覧表

交付申請受付 区　分 

1 2 月25 日 （水） 
　　10 ：00 ～11 ：30 
　　13 ：00 ～15 ：30 

日時 
八竜 

八竜改善センター   ホール 場所 

１月24 日 （金） 
　　10 ：00 ～11 ：30 
　　13 ：00 ～15 ：30 

日時 
琴丘 

琴丘地域拠点センター   研修室 場所 

１月30 日 （木） 
　　10 ：00 ～11 ：30 
　　13 ：00 ～15 ：30 

日時 
山本 

山本公民館   第１講座室 場所 

書換 継続 更新 新規 交付申請に必要な書類等 

○ ○ ○ 免税軽油使用者証 1 

○ ○ 機械の購入証明書 2 

○ ○ 免税軽油使用者証交付申請書 3 

○ ○ 誓約書 4 

○ ○ 秋田県証紙（40 0 円） 5 

○ ○ ○ ○ 免税証交付申請書 6 

○ ○ ○ ○ 農業委員会が交付する耕作証明書 7 

○ ○ ○ 免税軽油の引取り等に係る報告書 8 

○ ○ ○ 前年購入した軽油の納品書または購入証明書 9 

○ ○ ○ ○ 印鑑 1 0 

○ ○ ○ 未使用の免税証 1 1 

◆問い合わせ先　秋田県総合県税事務所山本支所　　TEL 52－6201
秋田県総合県税事務所課税第二課　TEL 018－860－3341

県税事務所からのお知らせ 
軽油引取税免税証（農業用）の交付申請について 

軽油引取税の農業用免税証の交付申請に伴う 

耕作証明書の発行について 
軽油引取税の農業用免税証の交付申請に伴う 

耕作証明書の発行について 
軽油引取税の農業用免税証の交付申請には農業委員会が発行する耕作証明書が必要となります。

耕作証明書を発行するためには

①耕作（農作業受託）証明願い

②農作業受委託契約書（写し可）

の提出が必要となりますので、農業委員会事務局、農林課または琴丘総合支所地域整備係へ申請くださ

いますようお願いします。

なお、軽油引取税の農業用免税証の交付申請当日は、大変混み合い、お待たせする場合がございます。

耕作証明書は、事前に交付申請することが可能ですので、早めの手続きをお願いします。

◆問い合わせ先　農 業 委 員 会 事 務 局　TEL 83－2335 農林課　TEL 85－4826
琴丘総合支所地域整備係　TEL 87－2114



平成26年４月１日から消費税および地方消費税の税率が８％に引き上げられます。

また、今回の引き上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、消費税転嫁対策特別措置法によって、

次のような措置が設けられました。

①総額表示義務の特例

税込み価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込

価格による表示をしなくともよいとする特例。

②転嫁拒否等に関する措置

事業者間の取引で、税率の引き上げ分の転嫁を拒んだり、チラシや

店頭で転嫁を阻害する表示を規制する措置。

なお、詳しい情報は、国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ

（社会保障と税の一体改革関係）」の特集ページをご覧ください。
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消費税および地方消費税が変わります

消費税率の引き上げ

平成27 年10 月１日 平成26 年４月１日 現　　行 
適用開始日 

区　分 

7 . 8 ％ 6 . 3 ％ 4 . 0 ％ 消 費 税 率 

2 . 2 ％ 
（消費税額の22 / 7 8 ） 

1 . 7 ％ 
（消費税額の17 / 6 3 ） 

1 . 0 ％ 
（消費税額の25 / 1 0 0 ） 

地 方 消 費 税 率 

1 0 . 0 ％ 8 . 0 ％ 5 . 0 ％ 合　　　計 

国税庁　URL http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

【表示例：100円（税抜き）】

年末年始の休館日・休業等のお知らせ 年末年始の休館日・休業等のお知らせ 
役場、各総合支所

12月31日（火）～１月５日（日）

死亡届（火葬受付）、婚姻届等戸籍関係の届出

は可能です。

※来庁前に連絡願います（TEL 85－2111）

各公民館・ふるさと文化館・さざなみ苑

琴丘地域拠点センター 12月31日（火）～１月５日（日）

八竜改善センター・鵜川地区館・浜口地区館

12月31日（火）～１月５日（日）

山 本 公 民 館　 12月31日（火）～１月５日（日）

ふるさと文化館　 12月31日（火）～１月５日（日）

さ ざ な み 苑　 12月31日（火）～１月５日（日）

各体育館・ゆめすた

琴丘総合体育館　 12月30日（月）～１月６日（月）

八 竜 体 育 館　 12月30日（月）～１月６日（月）

ゆ　め　す　た　 12月30日（月）～１月６日（月）

山 本 体 育 館　 12月30日（月）～１月６日（月）

清 華 苑

12月31日（火）午後～１月１日（水）

琴丘ひまわりセンター

12月31日（火）～１月５日（日）

ごみの収集

琴　丘　地　区　 １月１日（水）～１月３日（金）

八　竜　地　区　 １月１日（水）～１月３日（金）

山　本　地　区　 １月１日（水）～１月３日（金）

投棄場、ごみ処理場

舞台沢投棄場　 12月31日（火）～１月３日（金）

大沢ごみ処理場　 12月31日（火）～１月３日（金）

増沢ごみ処理場　 12月31日（火）～１月３日（金）

清吉根小屋沢ごみ処理場 12月30日（月）～３月31日（月）

※１月～３月は閉鎖します

（積雪量により、早期閉鎖の場合があります）

【例えば、
「消費税は転嫁しません」

等の表示】



●１ 自分で、指定引取場所に持ち込む場合
この場合は、事前に郵便局で家電リサイクル券を購入（製造メーカーを告げる必要があります）し、家電

リサイクル券を持参のうえ、指定引取場所へ持ち込んでください。家電リサイクル券を持参しない場合は、

引き取ってもらえないので注意してください。

また、持ち込む前に指定引取場所へ、営業日・時間等を確認してから行ってください。

●２ 町内の家電回収協力店へ依頼する場合
この場合は、直接協力店へ依頼のうえ、リサイクル料金と収集運搬料金をお支払いください。収集運搬料

金は協力店へご確認ください。

※リサイクル料金は、一般財団法人家電製品協会の家電リサイクル券センターホームページで確認できます。
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（1）過去にその製品を購入した販売店に引取りを依頼する。

（２）新しく製品を買い換える場合は、購入する販売店に引取りを依頼する。

（３）購入した販売店が遠方、または不明等の場合は次のとおり。

家電4品目（テレビ・冷蔵庫／冷凍庫・洗濯機／衣類乾燥機・エアコン）の出し方

三種町志戸橋字新田３－36 T E L   8 3 －36 3 9 ワタナベデンキ 

家 電 回 収 協 力 店 

三種町森岳字東囲19 T E L   8 3 －20 1 8 三善電機商会 

三種町森岳字街道東12 －2T E L   8 3 －33 7 8 やまもと家電 

三種町鵜川字東鵜川５ T E L   8 5 －28 5 2 芦沢電気商会 

三種町浜田字堤下10 －17 T E L   8 5 －22 7 2 ハマダデンキ 

三種町芦崎字入口39 －１ T E L   8 5 －41 0 7 岩谷電気 

家電リサイクル法は、小売業者、製造業者等による家電製品の廃棄物の収集、再商品化等に関し、これを

適正かつ円滑に実施するための措置を講じることによって、廃棄物の適正な処理および資源の有効な利用の

確保を図り、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

また、排出者は適切な排出（小売業者への引渡し）と費用の負担、小売業者は排出者からの引取りと製造

業者等への引渡し、製造業者等は小売業者などからの引取りとリサイクル、関係するすべての人びとが協力

してリサイクルを進めていくことが、家電リサイクル法の基本的な考え方です。

家電リサイクル法により、冷蔵庫など大型家電製品の廃棄物は販売店が引き取り、家電メーカー等がリサイク

ルする仕組みになっています。よって、町では収集しません。

次のいずれかの方法で処理してください。

◆問い合わせ先　町民生活課　環境衛生係　TEL 85－4824

家電リサイクル法についてのお知らせ 家電リサイクル法についてのお知らせ 家電リサイクル法についてのお知らせ 



特設人権相談所開設  

12月10日 
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◇次のような悩みごと・困りごとはありませんか？

●東日本大震災による差別や偏見

●子どもや高齢者への虐待 ●いじめや体罰

●近隣との争いごと ●配偶者からの暴力

●結婚・離婚の強要・妨害

●押しつけやいやがらせ

国際連合は1948年12月10日の世界人権宣言の採択された日である12月10日を「人権デー」と定めました。

これを記念して法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする１週間（12月４日から

10日まで）を「人権週間」と定め、「人権デー」の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及を図っています。

この週間行事の一環として各市町村において、特設人権相談所を開設しております。

時間は午前10時から午後３時までです。

◇日時・場所

場　　　所 月　日 市 町 村 

能代商工会館 12月２日 
能 代 市 

二ッ井公民館 12月６日 

藤里町総合開発センター 12月１日 藤 里 町 

八森文化交流センター 12月５日 
八 峰 町 

峰浜はつらつ苑 12月５日 

町の工事契約状況 （工事名及び契約額、工期）

◎金光寺豊岡線舗装補修工事
㈱石川組 3,570,000円 10/25～12/20

◎平成25年度　農業水利施設保全合理化事業　第04102号工事
㈲田中土木 3,780,000円 10/21～12/10

◎平成25年度　農業水利施設保全合理化事業　第05102号工事
㈱協立 3,517,500円 10/21～1/24

◎平成25年度　農業水利施設保全合理化事業　第05103号工事
工藤電気工事㈱ 3,034,500円 10/21～3/14

◎森岳小学校防球ネット改修工事
近藤工務店 4,950,750円 10/23～12/20

◎平成25年度　農業水利施設保全合理化事業　第05104号工事
佐藤住建 3,921,750円 10/18～12/20

◎平成25年度　農業水利施設保全合理化事業　第05105号工事
㈱板垣組 4,221,000円 10/21～12/20

◎平成25年度　農業水利施設保全合理化事業　第06104号工事
能代電設工業㈱ 37,065,000円 10/21～3/14

◎平成25年度　農業水利施設保全合理化事業　第06105号工事
㈱石川組 12,180,000円 10/21～12/10

◎森岳小学校グラウンド改修工事
㈲三浦工務店 2,612,400円 10/23～12/10

～相談は無料で～相談は無料で、秘密は守ります～秘密は守ります～ ～相談は無料で、秘密は守ります～ 
○琴丘地域　篠田　健三、近藤眞喜子、工藤　恭一

○山本地域　板倉　孝子、池田　和男、田中　宣夫

○八竜地域　見上　雅子、成田　隆道、工藤　富直

次の日程により特設相談所を開設します。近隣との争いごと、名誉や信用を傷つけ

られた、押しつけや嫌がらせ、結婚や就職時の不当な差別、いじめ、登記問題など。

困りごとや悩みごと等を抱えている方は、お気軽にご相談ください。

＊12月４日 10：00～15：00
八竜ふれあいセンター

＊12月６日 10：00～15：00
山本公民館

＊12月６日 10：00～15：00
パレス琴丘

人権擁護委員

◆秋田地方法務局能代支局（TEL 54－4111）では、

平日午前８時30分～午後５時15分まで人権相談を

受け付けております。お気軽にご利用ください。

みんなの人権110番　　　 TEL 0 5 7 0－ 0 0 3－ 1 1 0
女性の人権ホットライン　　TEL 0 5 7 0－ 0 7 0－ 8 1 0
子どもの人権110番　　 TEL 0 1 2 0－ 0 0 7－ 1 1 0
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～子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう～

町では、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図ることを目的として、６月に下記の年齢の方へ子宮頸が

ん検診ならびに乳がん検診の無料クーポン券をお送りしています。この機会に、お早めにご利用ください。

クーポン券の有効期限は平成26年２月28日です。クーポン券を無くされた方には再発行します。

子宮頸がん検診対象年齢 乳がん検診対象年齢（マンモグラフィー検診）

平成 4 年 4 月 2 日～平成 5 年 4 月 1 日生 2 0 歳 

昭和62 年 4 月 2 日～昭和63 年 4 月 1 日生 2 5 歳 

昭和57 年 4 月 2 日～昭和58 年 4 月 1 日生 3 0 歳 

昭和52 年 4 月 2 日～昭和53 年 4 月 1 日生 3 5 歳 

昭和47 年 4 月 2 日～昭和48 年 4 月 1 日生 4 0 歳 

昭和47 年 4 月 2 日～昭和48 年 4 月 1 日生 4 0 歳 

昭和42 年 4 月 2 日～昭和43 年 4 月 1 日生 4 5 歳   

昭和37 年 4 月 2 日～昭和38 年 4 月 1 日生 5 0 歳 

昭和32 年 4 月 2 日～昭和33 年 4 月 1 日生 5 5 歳 

昭和27 年 4 月 2 日～昭和28 年 4 月 1 日生 6 0 歳 

※年齢については、子宮頸がん検診・乳がん検診ともに、平成25年4月1日現在の年齢となります。

◆問い合わせ先　三種町保健センター（ T E L  8 3 － 5 5 5 5 ）

※0.02％（200ppm）次亜塩素酸ナトリウム液の作り方

忘れていませんか？ 
無料クーポン券が使える“がん検診” 
忘れていませんか？ 

500mlペットボトル2本分の水に、家庭用塩素系漂
白剤の原液（濃度5%）を、ペットボトルのキャップ1
杯（約4ml）加える。

感 染 す る と

感染後、24～48時間で、吐き気、おう
吐、発熱、腹痛、下痢などの症状が現れます。
症状が出たら、自己判断での薬の服用は症
状を悪化させる場合がありますので、医療機
関への早めの受診を心掛けましょう。

感 染 経 路 は

①食べ物→ 人
ウイルスを取り込んで蓄積しているカキや
二枚貝を生あるいは十分に加熱調理しないで
食べた場合。

②人→ 食べ物→ 人
ウイルスに汚染された調理従事者などの

手・調理器具を介して汚染された食品を食べ
た場合、あるいはウイルスで汚染された水を
摂取した場合。

③人→ 人
患者からの糞便、吐物、タオルなどから二
次感染した場合。

予　防　法　は

①手洗いは感染予防の基本です
●外出後、トイレに行った後、調理や食事の前、おう吐
物・糞便を処理した後は、必ず手を洗ってください。

●石けんを使い十分にこすり洗いし、水で洗い流すこと
により、ウイルスは大幅に減少します。こすり洗いは
30秒を目安にしてください。

②食べ物からの感染を予防する
● 食材は十分に加熱する（食品の中心温度85℃以上で
1分以上の加熱）。

●生で食べる食品（野菜や果物など）は流水でしっかり
洗いましょう。

● まな板や包丁などの調理器具は十分に洗浄し、熱湯
（85℃）で1分以上の加熱をするか、0.02％の塩素
系漂白剤（※）で消毒しましょう。

③便や吐物を処理するときは、マスクとビニール手袋を
使用しましょう

ノロウイルスは、冬季を中心に発生する感染性胃腸炎の原因となるウイルスです。
感染力が非常に強く、ごく少量のウイルスでも口から体内に入ることで感染します。
特に乳幼児や高齢者は、症状が重くなることがあります。

防ごう！ノロウイルス感染 防ごう！ノロウイルス感染 



平成25年度風しん予防接種費用助成事業　協力医療機関
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◆問い合わせ先　三種町保健センター（ T E L  8 3 － 5 5 5 5 ）

今年、首都圏を中心に風しんの患者数が急増した期間がありました。
20代以上（特に男性）は免疫を持たない方が多く、20～40代の男性、10代後半～30代女性に多く発症して

います。風しんの免疫を持たない女性が妊娠初期に感染すると、難聴や心疾患、白内障を主症状とする先天性風
しん症候群の赤ちゃんを出産する可能性があります。
町では、風しん感染を予防するため、風しん予防接種の費用を全額助成します。将来に備えてぜひ風しんの予
防接種をして、感染から身をまもりましょう。

電話番号 医 療 機 関 名 電話番号 医 療 機 関 名 

5 3 －33 4 1 た な か 耳 鼻 咽 喉 科 医 院 2 0 5 2 －32 7 1 秋 田 社 会 保 険 病 院 1 

5 2 －98 7 0 富 町 ク リ ニ ッ ク 2 1 7 3 －40 3 0 荒 谷 医 院 2 

8 5 －46 6 6 ド ラ ゴ ン ク リ ニ ッ ク 2 2 5 2 －50 1 5 淡 路 医 院 3 

5 2 －42 7 4 永 沢 医 院 2 3 5 2 －85 5 8 石 川 こ ど も ク リ ニ ッ ク 4 

5 4 －16 7 0 西 塚 医 院 2 4 8 9 －77 5 0 お お た フ ァ ミ リ ー ク リ ニ ッ ク 5 

5 2 －87 7 7 ね も と ク リ ニ ッ ク 2 5 5 4 －80 8 0 加 賀 医 院 6 

5 2 －78 9 0 能 代 循 環 器 科 ク リ ニ ッ ク 2 6 8 7 －30 3 0 鹿 渡 内 科 医 院 7 

5 2 －63 3 1 能 代 病 院 2 7 7 3 －25 1 1 金 田 医 院 8 

5 4 －90 1 1 能 代 南 胃 腸 内 科 肛 門 外 科 2 8 5 2 －25 0 0 木 村 医 院 9 

5 8 －33 1 1 能 代 山 本 医 師 会 病 院 2 9 5 2 －13 1 5 京 病 院 1 0 

5 4 －31 8 1 能 代 市 富 根 診 療 所 3 0 7 4 －58 8 5 ク リ ニ ッ ク 蒼 き も り 1 1 

5 4 －31 8 1 平 野 医 院 3 1 5 2 －24 2 7 小 泉 医 院 1 2 

5 2 －72 4 1 藤 原 こ ど も 医 院 3 2 5 2 －72 1 5 国 部 医 院 1 3 

5 8 －38 5 8 三 田 医 院 3 3 5 5 －05 0 0 後 藤 内 科 医 院 1 4 

8 5 －21 1 7 柳 谷 内 科 ク リ ニ ッ ク 3 4 8 3 －23 2 6 佐 藤 医 院 1 5 

5 4 －31 2 0 山 須 田 医 院 3 5 5 4 －66 2 4 白 坂 内 科 胃 腸 科 医 院 1 6 

5 2 －31 1 1 山 本 組 合 総 合 病 院 3 6 5 4 －33 2 2 瀬 川 医 院 1 7 

5 5 －23 5 2 わ た な べ 耳 鼻 咽 喉 科 3 7 5 3 －51 2 1 関 口 レ デ ィ ー ス ク リ ニ ッ ク 1 8 

5 5 －00 3 3 たかはしレディースクリニック 1 9 

◆ 対　象　者

三種町に住民登録がある19歳～59歳（平成26年3

月31日時点）の男女で、

①まだ風しんに罹患したことがない方

②予防接種を受けたことがない方

③風しんの罹患や予防接種の有無が不明の方。

※特に、妊娠を予定または妊娠を希望している女性

および配偶者、または妊娠している女性の配偶者

にお勧めします（妊婦への接種はできません）。

◆ 接種実施期間

平成25年４月１日～平成26年 3 月31日

◆ 対象ワクチン

風しん単独ワクチン、または麻しん・風しん混合ワ

クチン（ＭＲ）

◆ 助　成　額

風しん予防接種費用全額（※償還払い）

いったん、医療機関窓口で接種費用を支払った後、

償還払いの申請手続きをしてください。

◆ そ　の　他

①受診予定の医療機関には必ず予約してください。

※）償還払いの申請手続きについて

風しん予防接種領収書・印鑑・振込口座番号を

準備の上、三種町保健センター・三種町役場健康

推進課（3番窓口）、琴丘・山本総合支所（地域

生活係）で申請手続きをしてください。

領収書がないと申請できませんのでご注意くだ

さい（領収書を紛失した場合はご相談ください）。

の緊急予防接種（任意接種）費用助成事業 の緊急予防接種（任意接種）費用助成事業 

風しんの予防接種を受けましょう 風しんの予防接種を受けましょう 風しんの予防接種を受けましょう 

今年度限り  

 ～また、いつ大流行するかわかりません～  ～また、いつ大流行するかわかりません～ 
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◆問い合わせ先　三種町保健センター　TEL 83－5555

こころちゃん
わらうこと なくこと それがいきてるあかし
～平成25年度標語作品　小学生高学年の部　特選標語～

みんなで考える心の健康づくり みんなで考える心の健康づくり みんなで考える心の健康づくり 

11月８日・９日の２日間にわたり、保健セン

ターを会場に、ＮＰО法人蜘蛛の糸との共催で、

頭から離れない悩みを一緒に考え解決へとつなぐ

ための『心の総合相談会』を行いました。

司法書士、産業カウンセラー、

心理相談員、保健師が相談に当

たり、２日間で６件の相談があ

りました。

年明けにも、司法書士、臨床心理士による「債

務問題」と「心の健康」に関する相談会を予定し

ています。

心の悩みを抱えて毎日を過ごされている方がい

ると思われます。勇気をもって踏み出してみませ

んか。

内　　容　　・　　講　　師 開 催 日 時 

講話「うつ病の理解と対応」 
長信田の森心療クリニック　院長　児玉　隆治 氏 

1 2 月   ５日   1 3 ： 3 0 ～15 ： 0 0 

講話・話合い「地域でのつながりで自殺を防ぐ」 
秋田大学大学院医学系研究科　准教授　佐々木久長 氏 

1 2 月13 日   1 3 ： 3 0 ～15 ： 0 0 

講話・実習「困っている人・悩んでいる人とつながる方法」 
秋田大学大学院医学系研究科　准教授　佐々木久長 氏 

1 2 月20 日   1 3 ： 3 0 ～15 ： 0 0 

講 話「う つ 病 体 験 と 相 談 活 動 を 通 し て 思 う こ と」佐 藤 工 房　佐 藤 秀 一 氏 
活動紹介　八竜どうもの会　コーヒーサロン縁側でひなたぼっこ 

1 2 月26 日   1 3 ： 3 0 ～15 ： 0 0 

◆ 心の総合相談会を開催しました ◆

◆『心のふれあい相談員養成講座』の受講者を募集します ◆

◆ 高齢者巡回訪問を実施しています ◆

今年は、初雪も早く冬の到来も早そうです。インフルエンザの流行する季節がやっ

てきます。ふつうの風邪とは違い、高熱をともない頭痛や関節痛、筋肉痛など強い全

身症状に襲われます。手洗いやうがいを心がけ、十分な栄養や休養をとりましょう。

また、発病や重症化を予防するために、今のうちに予防接種を受けましょう。

対　象 心の健康づくりや自殺予防に関心のある方（今まで参加したことがない方）

会　場 八竜改善センター

申込み 12月３日までに保健センターへ（TEL 83－5555）

◆ インフルエンザを予防しましょう ◆

11月から、集落を決めて75歳以上の皆さんに保健

師と歯科衛生士が家庭訪問を実施しています。歯科衛

生士からの“歯ぐきのマッサージ”や“入れ歯の手入

れ法”などの話は、「これまであまり聞く機会がなか

った」と好評です。

衛生士さんから入れ歯のお手入れ法についてひと言

寝る時に、はずして歯ぐきの血液の循環をよくしまし

ょう。はずした入れ歯は水洗いして入れ歯が全部水につ

かる位の入れ物に入れましょう。少しでも入れ歯が出て

いると乾燥して変形の原因になります。

また、週に２～３回義歯洗浄剤を使うことで、目に見

えない入れ歯の細菌を洗浄してくれます。

訪問の際は、よろしくお願いします。
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円滑な除排雪を行うため、次のような点について皆さんのご理解とご協力をお願いします。

◆問い合わせ先　建設課　建設係　TEL 85－4821

対象となる世帯
次のいずれかに該当し、かつ自力による除排雪が困難

であると認められる方が対象となります。
（１）65歳以上の高齢者のみで構成される世帯。
（２）身体障害者手帳の交付を受けている方の
みで構成される世帯。

（３）その他、（１）（２）と同等とみなされる世帯。

助成の内容
三種町シルバー人材センターに除排雪を依頼し、１冬

期間30時間までの利用を助成します。30時間までは本
人負担はありません。
※30時間を超過した分は利用者負担となります。

利用方法
利用の申請手続等については、お近くの民生児童委員

へ連絡願います。

問い合わせ先
●お近くの民生児童委員
●三種町社会福祉協議会　　　TEL 83－4861
●福祉課　　　　　　　　　　TEL 85－2190
●琴丘総合支所地域生活係　　TEL 87－3516
●山本総合支所地域生活係　　TEL 83－2115

◆問い合わせ先　上下水道課　TEL 85－4823

●１ 路上駐車を絶対にしないで！！
除雪をする際の最大の障害が路上駐車です。
たった１台の路上駐車があることにより、除雪作
業の妨げになるケ－スが多く見受けられますので、
路上駐車を絶対にしないようにしましょう。

●２ 自宅の雪を道路に出さないで！！
除雪した道路や公共用地の駐車場に、自宅の雪を
置いているケ－スや、屋根の雪が道路に落ちている
ケ－スが見受けられます。通行の妨げとなるばかり
か、事故の原因にもなりますので、このようなこと
がないようご協力をお願いします。

●３ 玄関先や車庫前の雪よせにご協力を！！
除雪車が通った後、出入り口や車庫前に雪がよせ
られていきますが、「車が出せない」「なんで私の家
の前に」などという声が寄せられます。除雪中は、

各家々の出入り口の雪までは除雪できませんので、
各ご家庭で排出処理してくださるようご協力をお願
いします。

●４ ゴミ収集箱の表示や移動について
ゴミ収集箱等、道路に設置されている物について
は、雪に覆われ見えなくなることから、除雪作業で
破損する場合があります。道路外に設置するか、除
雪車から見えるように旗等の目印をつけるなど、ご
協力をお願いします。

●５ 深夜の除雪作業にご協力を！！
町で除雪する町道は、国道県道に比べ、道幅が狭
く民家のそばを通ります。そのため、除雪車のエン
ジン音や振動などでご迷惑をおかけしますが、地域
の道路交通確保のためですので、ご理解とご協力を
お願いします。

除雪作業に関するお願い 除雪作業に関するお願い 

 
除排雪支援事業を実施します 
 
除排雪支援事業を実施します 
自力で除排雪が困難な高齢者世帯等に対し 

除排雪支援事業を実施します 凍結防止のお知らせ 
寒さの厳しい12月から２月下旬頃までは、水

道管や蛇口の凍結に注意しましょう。
凍結すると、水が出なくなるのはもちろんのこ

と、完全に凍ってしまったら簡単に解凍できなく
なりますので、凍結防止にご協力お願いします。
また、冬期間においても水道メーターの検針を

行いますのでメーターボックス付近の除雪にご協
力ください。

もし、水道を使っていないのに、メーター
のパイロット（風車）が回っていたら漏水の
可能性がありますので、町の給水装置工事事
業者に連絡して修理をしましょう。
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◆問い合わせ先
秋田年金事務所　　　 TEL 018－865－2399 健康推進課国保年金係 TEL 85－2137

琴丘総合支所地域生活係 TEL 87－3516 山本総合支所地域生活係 TEL 83－2115

後納制度のお知らせ

国民年金加入者で、60歳到達予定者を対象にした相談を

年金窓口で行っています。ご利用ください。

国民年金は、20歳から60歳までの40年の間、国民年金保険料を納めていただくことで、65歳から満額の老

齢基礎年金を受給できる制度です。

しかし、保険料を納められなかった場合や、届出を忘れたことで国民年金の資格期間がない場合は、年金の

受給額が少なくなったり、年金そのものが受給できなくなったりすることがあります。このような事態になら

ないために、過去10年までに納められなかった保険料は、後納制度を利用すると納付することができます。

後納制度は、国民年金保険料を納めることができる期間を過去２年から10年に延長したことにより、納め

られなくなった保険料が納められるようになったものですが、後納制度が利用できるのは平成27年９月30日

までですので、後納制度を利用する方は早めのお申込みが大切です。

ただし、既に老齢基礎年金を受給している方や、65歳以上で老齢基礎年金の受給資格をお持ちの方は、後

納制度はご利用できませんのでご注意ください。

なお、後納制度は事前にお申込みいただき、後納保険料が納められる期間を審査します。審査の結果によっ

ては後納制度をご利用いただけない場合がありますのでご注意ください。

また、後納制度に関する詳しい内容は、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へ

お問い合わせください。ねんきんネット（http://www.nenkin.go.jp）をご利用いただくと、ご自身の年

金記録から後納制度を利用できる期間が確認できます。

お問い合わせは、『国民年金保険料専用ダイヤル』へ

0570－011－050
050（一部）の電話、070の電話からおかけになる場合は03－6731－2015へ
※お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

◆問い合わせ先　県建設部建築住宅課　TEL 018－860－2561 山本地域振興局　TEL 52－6103

住宅リフォーム推進事業

50万円以上の増改築・リフォーム工事に対し工事

費の10％を補助します。上限15万円（過年度含む）。

また、４月１日以降の自然災害に係る復旧工事は、

過去に受けた補助金にかかわらず15万円を上限に

補助します。

なお、市町村補助との併用も可能です。

家庭用高効率給湯器等買換支援事業

４月１日以降の自然災害に係る

復旧工事は、過去に本制度を利用

した人も再度利用可能です。

また、災害により住宅を新築し

た場合にも補助対象とします。

あきた安全安心住まい推進事業（秋田県）のお知らせ あきた安全安心住まい推進事業（秋田県）のお知らせ あきた安全安心住まい推進事業（秋田県）のお知らせ 
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いよいよ師走、一年が経つのは本当に早いものです。こ

れから本格的な冬が始まります。皆様くれぐれもお体には

お気を付け下さい。

先月は「農地中間管理機構」について書きましたが、原

稿提出後に減反見直しの話が突然出て来てびっくりしまし

た。既に時間的にそちらに触れることも出来ず、結果的に

物足りない書き方になってしまいましたことをお詫びいた

します。

さて、毎年11月は各種全国大会や要望活動がびっしりの

「陳情の月」です。来年度予算編成が真最中ということもあ

り財源を獲得する格好の時期です。予算獲得のためには市

町村の熱意の程を見せることが大事で、関係省庁、国会議

員への陳情のため上京する機会が必然的に多くなります。

陳情の際に利用する宿は、国交省、衆院・参院議員会館まで歩いていける距離で交通の便が良いこと、そして安い

ことが絶対条件となります。よく利用する全国町村会館はこの条件全てを満たす宿です。

ここは「千代田区永田町１丁目11番地35号」という地番ですが、ある時「永田町１丁目１番地」はどこだろうか

と疑問が湧いたことがあります。「小泉改革の一丁目一番地は・・・」などと「一丁目一番地」という言葉は「最優

先課題」の意味でよく使われます。一旦疑問に思うとそれがはっきりするまで気になってしょうがないのが私の悪い

性分です。

スマホを片手に探してみました。地図を辿っていくと行き着いた先は「憲政記念館」です。丁度掃除をしていた人

からお話を聞くことが出来ました。「ここが永田町一丁目一番地です。昔からここには徳川家康を補佐した太田道灌

や幕末では井伊直弼など偉い方が住んで居られました。」とのこと。

建物の中庭に銅像が立っています。国会開設以来連続当選25回、63年余の間、衆議院議員として日本の議会政治

の父と仰がれている尾崎行雄です。栞には、憲政の功労者である尾崎行雄を記念して建てられた「尾崎記念会館」を

母体に、1970年、日本における議会政治80周年を記念して設立されたとあります。

ところで、急に降って湧いたかのような減反の見直し論議。40年以上続いたコメ政策の大転換、まさに「農政の

一丁目一番地」と言えます。新聞情報だけが飛び交い、いたずらに農家の不安をあおっているかにも見えます。国の

将来を決める大事な問題であり、特に中山間地を抱える地域にとっては極めて影響の大きい内容です。

ちなみに先ほどの尾崎翁の銅像の前に石碑があり、碑文には「人生の本舞台は常に将来にあり」と書かれています。

「現在なしていることは全て将来に備えてのことである」という意で、「老成に安んぜず、将来に目を向けなければな

らぬ」という自戒を込めてこの警句を作ったそうです。

尾崎翁なら今の状況をどう思うでしょうか。国会においてしっかりした議論がなされることを切に望みます。

想 

毎年12月1日は「いのちの日」です。

「いのちの日」は、厚生労働省（当時厚生省）による「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」

の心の健康問題や自殺防止に係る啓発普及活動として、平成13年に制定されました。

今一度、大切な命について考える日にしたいものです。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 12月１日は「いのちの日」です 12月１日は「いのちの日」です 

「一丁目一番地」

町長 三　浦　正　隆

▲永田町・憲政記念館の「日本議会政治の父」尾崎行雄像



◆問い合わせ先　町民生活課　環境衛生係　TEL 85－4824

これから本格的な降雪期を迎えるにあたり、屋根からの落雪によるプロパンガスボンベの転倒や

配管の損傷によるガス漏えい事故の発生が心配されます。

次の事項に注意し、ガス設備の雪害対策をお願いいたします。

雪おろしの時は、お隣のガス設備

にも注意してください。 

このほか、ＬＰガス設備の雪害対策について 

ＬＰガス販売店にご確認ください。 

緊急時に容器バルブを閉止できる

よう、ガス設備周りの通路を除雪

により確保しておきましょう。 

お願い 

となりの家 
からの 
落　雪 

屋　根 
からの 
落　雪 

屋根からの落雪があった時は、 

ガス設備の確認をしてください。 

ガス設備 
周りの 
除　雪 

◆問い合わせ先　能代山本広域市町村圏組合　三種消防署　危険物担当　TEL 85－3100

落雪 ガス漏れ事故 落雪 による ガス漏れ事故 にご注意を！ 

注
意
事
項

１．屋根からの落雪が起きそうな場所に設置しているガス設備は、安全な場所に移すか、囲いや保護

板等を設けて直接落雪が当たらないようにしましょう。

２．屋根の雪おろしをする時は、隣家のガス設備にも雪が当たらないよう確認し、安全な場所に雪を

おろしましょう。

３．ガス設備の周りは、こまめに除雪し点検や確認を行いましょう。

雪おろしや除雪の際は、ＬＰガス設備に衝撃を与えないよう、ご注意ください。 雪おろしや除雪の際は、ＬＰガス設備に衝撃を与えないよう、ご注意ください。 

雪おろしや除雪の際は、ＬＰガス設備に衝撃を与えないよう、ご注意ください。 
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三種町が実施した放射線量の測定結果について、測定結果はすべて秋田県の通常レベルの範囲内でした。

（参考）秋田県の通常レベル　0.022～0.086マイクロシ－ベルト毎時

測定結果（μSv / h ） 
１ｍ 

測定時刻 測定日 測定場所 住　　　　　所 施 設 名 

0 . 0 5 午前 ９時50 分 1 1 月６日 アスファルト 三種町鵜川字岩谷子８ 役 場 本 庁 

0 . 0 6 午前10 時10 分 1 1 月６日 アスファルト 三種町豊岡金田字森沢１－２ 山 本 総 合 支 所 

0 . 0 6 午前10 時25 分 1 1 月６日 アスファルト 三種町鹿渡字東二本柳29 －３ 琴 丘 総 合 支 所 

0 . 0 4 午前10 時00 分 1 1 月６日 アスファルト 三種町鵜川字上笠岡70 －21 南 部 清 掃 工 場 

空間放射線量の測定結果をお知らせします三種町
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●給油や容器への移し替えの際には、絶対にその場を
離れないこと。

●屋根からの落雪、除排雪作業による配管等の破損に
は、十分注意しましょう。

●ホームタンクは常に残量を把握し、異常な減りがな
いかを確認しましょう。

●油流出事故が発生した場合は、速やかに最寄りの消
防署、警察等に通報しましょう。

●ホームタンク及び配管等（特に老朽化している施設）
は定期的に点検を行いましょう｡

◆問い合わせ先　 能代山本広域市町村圏組合　三種消防署　危険物担当　TEL 85－3100

注油・移し替え時はその場を離れない

油 

！

行政相談所開設
◎琴丘地域

12月17日（10：00～12：00  ひまわりセンター）

◎山本地域

12月11日（10：00～12：00  山本公民館）

◎八竜地域

12月11日（10：00～12：00  ふれあいセンター）

三種町役場で使用した公用車および物品を公売しま

す。

【公売物件】

公用車：ニッサン セレナ（車椅子昇降機付き）１台

公用車：トヨタ マークⅡ（旧交通指導車） １台

物　品：消防用可搬ポンプ １台

【入札方法】

一般競争入札（せり売りではありません）

【入札参加資格】

三種町に住所を有する個人、または三種町内に事業

所がある法人で、町民税や使用料などの滞納をしてい

ないこと。

【入札の要領】

12月２日から13日までに入札参加申請書を提出し

てていただき、入札参加資格を確認したうえで、12

月18日から25日までの期間に入札を受け付けます。

【入札参加申請】

総務課管財係窓口にある入札参加申請書に必要事項

を記入のうえ提出してください。

※申請書は三種町ホームページからもダウンロードで

きます。

【問い合わせ】

車輌の仕様など、詳しい内容は三種町ホームページ

または総務課管財係（TEL 85－4816）まで

三種町ホームページアドレス

http://www.town.mitane.akita. jp

12月の旅券（パスポート）申請について

年末年始、県庁と町役場の休みが異なるため、

12月30日は、役場での旅券申請の受付および交
付は行えません。

また、12月31日から１月５日までは町役場は休み

ですので申請の受け付けおよび交付は行えません。

◆詳しくは、町民生活課町民係（TEL 85－4825）まで。

献血にご協力をお願いします
救命医療は、みなさまの善意の献血

に支えられています。

山本地域 12月６日

10：00～11：30 三種町保健センター

12：00～12：45 ㈱オイルシール

14：15～16：30 山本公民館

◆詳しくは、山本総合支所地域生活係（TEL
83ー2115）までお問い合わせください。

公用車および物品公売のお知らせ 公用車および物品公売のお知らせ 公用車および物品公売のお知らせ 

灯油等の油は、北国の生活には欠くことのできないものですが、引火性があり取り扱いを一歩誤

ると火災につながる危険があります。

ホームタンク本体や配管から油が漏れた場合、火災の発生危険が高まるだけではなく、河川など

への流入により、環境に重大な影響を及ぼし、また、流出油の回収は多額の経費が掛かります｡

次の重点事項に注意し、事故の未然防止に努めましょう。
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※土砂運搬の大型

ダンプが頻繁に

往来しますので、

近くを通行の際

は、交通事故に

十分注意してく

ださい。

八竜ＩＣ

国道７号線

メロンロード

旧八竜町

第２投棄場

鉱さい堆積場

三種町内を通行するルート（南側ルート）

琴丘・森岳・下岩川・金岡・鵜川・浜口保育園

平成26年度の保育園児を次のとおり募集します。

【募集対象】平成20年４月２日以降に生まれた子ども

【受付期間】平成25年12月16日～平成26年１月９日

【提出書類】○現在入園している園児は「現況届」を提出

※後日保育園を通じて配布します。

○新規の入園児は「入園申込書」を提出

※個別には通知しません。

※申込書は福祉課、各総合支所地

域生活係または各保育園まで

【問い合わせ先】

福祉課福祉係　　　　　　TEL 85－2190

琴丘総合支所地域生活係　TEL 87－3516

山本総合支所地域生活係　TEL 83－2115

認定こども園さかき保育園分園 八竜保育園

【募集対象】０歳～２歳のお子さま　

【保育時間】午前７時～午後７時まで（延長保育時間含む）

【受付期間】平成25年11月～随時受付

入園を希望される方は、直接保育園にご連絡ください。

【問い合わせ先】

さかき保育園（本園） TEL 52－0814

八竜保育園（分園） TEL 88－8986

八竜幼稚園 幼稚園はこどもがはじめて出会う学校です

【教育方針】一人ひとりの輝きを大切にはぐくみます

【募集対象】満３歳～学齢まで

※町内外問わず、どなたでも入園できます

【保育時間】午前７時30分～午後６時30分

【受付期間】平成25年11月～随時

入園を希望される方は、

直接幼稚園にご連絡ください。

【申し込み・問い合わせ先】

学校法人八竜幼稚園　TEL 85－2241

保育園児・幼稚園児募集のお知らせ 保育園児・幼稚園児募集のお知らせ 保育園児・幼稚園児募集のお知らせ 

大型ダンプ通行に 
ご注意ください 

メロンロード付近の 

国土交通省能代河川国道事務所

では、米代川の流下能力を向上さ

せるために河道を掘削し、たまっ

た土砂を取り除く工事を平成23

年度～平成25年度まで継続して

行っています。

この工事では河道掘削により大

量の土砂が発生しますが、工事で

発生した土砂は能代市浅内地区の

鉱さい堆積場まで運搬することと

なっており、大型ダンプ等の土砂

を積載した車両が三種町内を通行

します。

給　食
スクールバス送迎
預かり保育あり



19

このたび、三種町民生児童委員協議会の篠田健三さん、

金田幸子さん、北林テリ子さん、藤田牧子さん、相原則子

さんの５名が長年に渡る民生委員・児童委員としての功積

が認められ、去る10月24日に開催された秋田県社会福祉

大会において表彰されました。

心よりお祝い申し上げますとともに、今後も社会福祉活

動にご活躍されますことをご期待いたします。

飲酒運転等の状況
10月中 H25年累計

酒酔い運転 ０件 ０件

酒気帯び件数 １件 ６件

飲酒事故（負傷）件数 ０件 ０件

飲酒事故（死亡）件数 ０件 ０件

交通死亡事故件数 ０件 ２件

全県市町村順位（25市町村中）21位（前月11位）↓

飲酒運転は絶対やめましょう！

戦没者遺族相談員が
決まりました

氏　　名　三浦　正義 さん

住　　所　三種町鹿渡字八幡越21番地３

相談内容　

戦没者遺族の各種年金・給付金等に関する相談、生

活上の問題や利用可能な福祉制度等に関する相談

委託期間　平成27年９月30日まで

社会福祉功労で 

三種町から５名が知事表彰 

「4時からライト＆乗ったらベルト」運動を実施 「4時からライト＆乗ったらベルト」運動を実施 「4時からライト＆乗ったらベルト」運動を実施 
11月５日、６日、７日、８日に「道の駅ことおか」

で「４時からライト＆乗ったらベルト」運動に伴う街頭

広報運動を行いました。

三種町内駐在所警察官とともに三種町交通指導隊員と

三種町交通安全対策協議会員で来場者にチラシとタオル

を配布し、早めのライト点灯とシートベルトの着用を呼

びかけました。



20

本事業は、地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、中小企業基本法第２条の定めに該当する三種町
内に住所を有する事業所が行う、雇用創出事業並びに新規企業（事業所）等進出の経費に対して補助をす
る制度で、新たな雇用が見込まれる事業所が助成の対象となります。
本制度は、予算がなくなりしだい終了しますが、現時点で予算に若干の余裕がありますので、みなさま
の積極的なご利用をお待ちしております。ただし、平成26年３月末までに事業を終了出来ることが補助
金交付の条件となりますので、利用を予定される事業所はお早めにお申し込みをお願いいたします。
詳細については、下記の問い合わせ窓口でご確認ください。

◆問い合わせ窓口　　三種町役場　商工観光交流課商工係　　TEL 85－4830
三種町商工会　本　　所　　　　　　　　TEL 83－3010

〃　　 八竜支所　　　　　　　　TEL 85－2349
〃　　 琴丘支所　　　　　　　　TEL 87－2319

◆補助金申請窓口　　三種町役場　商工観光交流課商工係

地域雇用創出推進事業のお知らせ 地域雇用創出推進事業のお知らせ 

地域雇用創出推進事業制度のご案内 平成25年度 地域雇用創出推進事業制度のご案内 平成25年度 

中小企業のみなさまへ 

地域雇用創出推進事業制度のご案内 平成25年度 地域雇用創出推進事業制度のご案内 平成25年度 
中小企業のみなさまへ 

地域雇用創出推進事業制度のご案内 平成25年度 地域雇用創出推進事業制度のご案内 平成25年度 

●事業内容

⑤ 異業種参入 ・ 新規企業 ・ 
　 起業支援事業 

④ 営業車輌更新事業 ③機械設備投資事業 ② 店舗等増改築事業 ①新規雇用奨励事業   区分 

　町内に新たな企業（事 
業 所）を 進 出 し た 場 合、 
新規に起業した場合及び 
既存法人が異業種部門へ 
参入し新たな法人を設立 
した場合の支援 

　 車 輌 の 更 新 等 に よ り、 
営業活動が拡大される 
など、雇用の拡大が見 
込まれる事業所に対し 
て支援する。 

　新規の設備投資や既存 
設備の更新により、新た 
な雇用が見込まれる事業 
所に対して支援する。 

　事業所の増改築を行 
うことにより、売上げ 
の増加や作業が効率化 
され、新たな雇用が見 
込まれる事業所に対し 
て支援する。 

　人材の確保を図るため 
新たに社員を雇用した事 
業所に対して支援する。 

支   
援   
内   
容 

　雇 用 創 出 を 図 る た め、 
町内在住者を新規に雇用 
をした場合 

　営業活動に必要な新 
車購入に要する経費 

　機械設備の新設及び既 
存設備と同等以上の設備 
投資に要する経費 

　店舗・作業場・外構 
等の事業の用に供する 
建物等の増改築に要す 
る経費 

　町内事業所が、当該年 
度に町内に住所を有する 
新卒者及び離職者の正規 
社員を雇用する場合は定 
年に達する前５年以上の 
者 又 は 非 正 規 社 員 と し 
て、それぞれ１年を超え 
る雇用契約をして採用し 
た場合に助成 

補 　 

助 　 

対 　 

象 

　新規雇用者数１人につ 
き 1 0 万 円 と し、 1 0 0 万 円 を 
限度とする。 

　 車輌 本体 価格の15 ％ 
とし、 １事業所30 万円 
を限度とする。 （千円未 
満の端数が生じた場合 
は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） 

　 対象 事業 費の 1 5 ％補 助 
とし、 １ 事 業 所10 0 万円 を 
限 度 と す る。た だ し、 対 
象 事 業 費 は50 万 円 以 上 
とする。 （千円未満の端数 
が生じた場合は、これを 
切り捨てる。 ） 

　 対象 事業 費の 1 5 ％と 
し、 １事業所50 万円を 
限度とする。ただし、 
対 象 事 業 費 は50 万 円 
以上とする。 （千円未満 
の 端 数 が 生 じ た 場 合 
は 、 こ れ を 切 り 捨 て る 。 ） 

　正規社員の新卒者１人 
月額３万円、離職者１人 
月額２万円、非正規社員 
１人月額１万円とする。 
ただし、採用月から１人 
1 2 ヶ 月 を 限 度 と し 支 給 
する。 

補 
助 
率 
及 
び 
補 
助 
額 

・町外から進出する場合 
は、本社の納税証明書 
を添付 
・家族従事者等は雇用者 
の対象としない。 

・営業車両は町内から 
購 入 す る も の と し、 
車輌に社名、屋号を 
塗装等表示するもの 
とする。ただし、こ 
れによりがたい場合 
は、別途協議する。 
・車検証の写し　 
・ リース契 約等によ る 
分 割 支 払 い の 場 合 は 、 
補 助 対 象 外 と する。 

・機械設備は町内から購 
入するものとする。た 
だし、これによりがた 
い場合は、理由を明記 
する。 
・車両及び事務用機器は 
対象外とする。 
・機械設備が中古品の場 
合は、別途協議する。 
・リース契約等による分 
割支払いの場合は、補 
助対象外とする。 

・改修に際しては、町 
内業者を利用するも 
のとする。 
・店舗や事業所等との 
併 用 住 宅 の 場 合 は、 
店舗や事業所等の部 
分について対象とす 
る。ただし、共用部 
分は事業費を按分す 
るものとする。 

・社 員 採 用 時 に お い て、 
過去６ヶ月間に解雇を 
行っていないこととす 
る。 
・正 規 社 員 は 週 4 0 時 間、 
非 正 規 社 員 は 週 3 0 時 間 
以上勤務を基本とする 
が、これによりがたい 
場合は、 別途協議する。 
・雇用台帳・雇用保険被 
保険者証の写し 

そ 　 
　 

の 　 
　 

他 　 
　 

要 　 
　 

件 

・②～④は、事業の実施前に申請すること。 （事業実施後の申請は、補助対象外。 ） 
・税金等及び上下水道料並びに温泉使用料も完納していること。 
・町内に住所を有する事業所とは、町に法人町民税の申告をしている法人をいう。 
・個人事業主は、町に住民税を申告している者とする。 
・各事業とも雇用計画書を添付する。 
・②～④までは消費税を含む 
・補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。 
・各メニューとも補助の限度額に関わらず、 １事業所、年１回の申請となります。 
　 （例） すでにH2 4 の設備投資事業で補助決定を受けた事業所は、 その金額が補助限度額以下であっても、 同じ設備投資事業での申請はできません。 
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◆問い合わせ先　企画政策課情報統計係　TEL 85－4818

デジタルテレビ放送の難視対策として町が整備した、東部難視解消施設（ケーブルテレビ施設）にてテレビをご覧になられ
ているみなさまで、生活保護を受けているなど、ケーブルテレビ視聴料の納付が困難な世帯に対し、町では助成を行っています。

助成対象となる世帯

①生活保護を受けている世帯。
②満70歳以上の高齢者のみで構成される世帯のう
ち、全員が非課税である世帯。

助成金額

①の世帯については、年12,600円を上限とする額。
②の世帯については、年5,000円を上限とする額。
※入院によって視聴料の支払いを一時休止していた
場合など、満額助成されないことがあります。

申請受付期間

平成25年４月１日～平成26年３月31日

交付決定時期

第１回目は、平成26年２月１日を予定しています。
３月31日をもって今年度の申請受付を終了します

ので、申請忘れには十分ご注意ください。
なお、申請用紙は町ホームページからダウンロード
するか、企画政策課または各総合支所よりお取り寄せ
ください。

＊秋田県農業研修センター＊

12月の研修者募集のお知らせ
●農村起業家研修…手打ちそばの作り方
12月３日　10：30～15：00
農業研修センター
定員 20名、研修経費 1,500円

●農業経営者研修…複式簿記
12月５日～６日　10：30～15：00
農業研修センター
定員 20名、研修経費 500円

●「食・農・観」連携ビジネス・スクール
商談ツール作成、商品提案手法
12月６日　10：00～15：00
ホテルメトロポリタン秋田
※詳しくはホームページをご覧ください。

●一般研修…クリスマスケーキを作ろう
12月７日　13：30～15：30
生態系公園第三温室
定員 20名、研修経費 1,500円

●農業経営者研修…農業法人の労務管理について
12月18日　10：00～15：00
農業研修センター
定員 25名、研修経費 500円

●農村起業家研修…干し餅の作り方
12月19日　13：30～16：00
農業研修センター
定員 20名、研修経費 1,500円

●「食・農・観」連携ビジネス・スクール
食品衛生管理、流通・販売からの商品開発
12月20日　10：00～15：00
ホテルメトロポリタン秋田
※詳しくはホームページをご覧ください。

近年、手ごろで自由に持ち運びのできるタブレ

ット端末（iPhoneやスマートフォンなどのよう

なタッチパネル搭載の機器を言います）の需要が

増えています。

パソコンは敷居が高くてどうも…という高齢者

の方でも、画面を指でタッチするだけで気軽にイ

ンターネットが出来るならやってみたい、とお考

えの方はいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、町は、東部難視解消施設を管理運営す

る秋田ケーブルテレビと協力し、次のとおりタブ

レット端末の講習会を開催することとしました。

機器はこちらで用意しますので、お気軽にお申し

込みください。

日時�12月15日 午前の部 10：00～12：00

午後の部 13：00～15：00

場所�すいらんの館　語らいの間

【申し込み先】
秋田ケーブルテレビ　TEL 0120－344－037

★納め忘れのないように！ 

納税のお知らせ 

◎町県民税（４期） 
◎国民健康保険税（４期） 

12月30日（月）が納期限です 

※口座振替の方は残高確認をお願いいたします。

タブレット端末講習会
を開催します

ケーブルテレビの助成金申請を受け付けています 
～この助成制度は毎年、申請が必要です～ 

ケーブルテレビの助成金申請を受け付けています ケーブルテレビの助成金申請を受け付けています 
平成25年度 平成25年度 

【問い合わせ先】
農業研修センター企画・研修班 TEL 0185ー45ー3106
http://www.pref.akita.lg.jp/atkikaku
http://www.seitaikeipark.jp/

▲
▲



みたね 

みたねみたね みたね 

22

まちの話題 まちの話題 まちの話題 まちの話題 みんなで作る みんなで作る 

▲懐かしの校歌を斉唱！五郎さんも一緒に！

東京みたね会　だまこ鍋を頬張り
ふるさと談義に花咲かせ

11月10日東京上野精養軒で第５回東京みたね会（杉沢忠

信会長）が開催されました。当日は会員や来賓・町関係者な

ど約210人が参加しました。

総会では、役員改正で、新会長に杉沢忠信さん（川尻出身）

が就任。今後の活動等を話し合いました。また、鯉川出身で

読売新聞特別編集員の橋本五郎氏の講演を聴き、テノール歌

手によるオペラ、民謡歌手の歌謡ショーなどのアトラクショ

ンを楽しみました。ふるさとの味物産販売コーナーも人気。

参加者はだまこ鍋や郷土料理を肴にふるさと談義で交流を深

めたり、小学校毎に母校の懐かしの校歌を斉唱したりで楽し

いひと時を過ごしました。

第2子・第3子誕生祝い金贈呈　　三種の大切な宝　～健やかな成長を～

10月29日、役場で第２子・第３子誕生祝い金の贈呈式が行われました。

今回の出席者は、信太宏一郎さん・真弓さん夫婦（新田）のお子さんで６月14日に生まれた結希
ゆ の

ちゃん、泉六広

さん・良子さん夫婦（富岡）のお子さんで６月26日に生まれた優愛
ゆ あ

ちゃん、三浦耕生さん・由季子さん夫婦（林崎）

のお子さんで６月18日に

生まれた香帆
か ほ

ちゃん、伊

藤貴樹さん・まゆみさん

夫婦（大口）のお子さんで

６月20日に生まれた心那
こ な

ちゃん、大高一成さん、

純子さん夫婦（鵜川）の

お子さんで６月23日に生

まれた結
ゆい

菜
な

ちゃんです。

「健康で姉と仲良く」「や

さしい子に」「みんなに

愛される子に」「笑顔を

忘れない子に」「健康で

元気に」育って欲しいな

どと我が子の成長への思

いを語ってくれました。結希ちゃん 優愛ちゃん 結菜ちゃん 

心那ちゃん 香帆ちゃん 

結希ちゃん 優愛ちゃん 結菜ちゃん 

結希ちゃん 優愛ちゃん 結菜ちゃん 

心那ちゃん 香帆ちゃん 香帆ちゃん 

結希ちゃん 優愛ちゃん 結菜ちゃん 

心那ちゃん 香帆ちゃん 心那ちゃん 

株式 
会社 ジェイエイ山本葬祭センター 総合 

案内 
年中 
無休 

みどりの会 
会員募集中 

●入会金は一家族（一団体）10,000円のみ 
   ※年会費･月会費等は一切ございません 

●ホール葬コース料金20％割引、引出物20％割引 
　　　　　　　　　　　　 ほか特典多数ございます  

～ジェイエイ葬祭～ジェイエイ葬祭・クオーレは組合員外、みどりの会会員外様でもご利用頂けクオーレは組合員外、みどりの会会員外様でもご利用頂けますます～ ～ジェイエイ葬祭・クオーレは組合員外、みどりの会会員外様でもご利用頂けます～ 

検 索 ジェイエイ山本葬祭センター 

事前相談などお気軽にお問合せ下さい 

広告
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▲審査の総評について語る

▲会場いっぱいに並んだ商品

▲動物とふれあい大興奮の参加者

おでかけ水族館
ＧＡＯが三種町にやってキター！

10月24日山本デイサービスセンターで男鹿水族館ＧＡＯ

の「おでかけ水族館」が開かれ、施設利用者や森岳保育園の

園児らが海の生き物とふれあいながら交流を深めました。会

場には全長280㎝のホッキョクグマの等身大パネルやハタハ

タとウミガメの標本が展示されたほか、ケヅメリクガメやウ

ニ、ヤドカリなどとふれあえる水槽が用意され、子どもたち

はカメの甲羅を触ったりウニを手にしたり、大はしゃぎで楽

しんでいました。この他、園児たちによるお礼の歌や踊りが

披露され楽しい交流会となりました。

地域と共にふれあうフリーマーケット開催
三種町手をつなぐ育成会

11月10日、八竜農村環境改善センターにおいて、三種町

手をつなぐ育成会（床田昭治会長）主催によるフリーマーケ

ットが開催されました。

この催しは、育成会会員間だけでなく、障がい者と地域住

民が交流し、一つの輪を広げられるようにと開催し、今年で

６年目となります。

当日はあいにくの悪天候の中、多種多様な商品を買い求め

るため大勢の来場者で賑わっていました。

橋本五郎文庫賞作文コンクール
「母への手紙」

11月14日「母への手紙」作文コンクール審査結果記者発

表会が橋本五郎文庫（旧鯉小）で行われました。今年初めて

の企画で、募集した３カ月間に寄せられた数はなんと1,313通。

多くの方がたが、直接にはなかなか伝えきれない母親への思

いを手紙に綴ってくださいました。優劣つけがたい作品が多

く、審査は難航したそうですが、最優秀作品には、茨城県潮

来市の高橋さんの作品が選ばれました。

広告



北涯俳句大会、花いっぱいコンクール合同表彰式
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せせらぎ 

生涯学習通信 

12月号 

10月27日、第11回北涯俳句大会と、平成25年度三種町花いっぱいコンクールの合同表彰式が

琴丘総合体育館で開催されました。北涯俳句大会には町内外から569点の、花いっぱいコンクー

ルには52団体４個人からの応募がありました。

◆北涯俳句大会
●小学校低学年の部 金子あゆな（湖北小１年）
●小学校高学年の部 佐々木太陽（湖北小６年）

嶋田　夢望（浜口小５年）
●中　学　校　の　部 袴田　大賀（山本中１年）
●高校生、一般の部 信太たかし（豊岡）
●小学校低学年ペアの部 荒谷　美稀（浜口小３年）・荒谷　　香
●小学校高学年ペアの部 佐々木太陽（湖北小６年）・佐々木広美
●中 学 校 ペ ア の 部 武内　陽斗（山本中３年）・武内亜紀子

◆花いっぱいコンクール
●大規模花だんの部 八竜中学校、森岳小学校、下岩川小学校
●小規模花だんの部 鵜川保育園、豊岡長生会
●個　　人　　の　　部 岡部　柳子、児玉　　實、進藤　令子

第81回全国書画展覧会

書の部

【特選】金岡小６年

清水　裕奈

【金賞】金岡小５年

松　璃央

北涯俳句大会、花いっぱいコンクール合同表彰式

各部門最優秀賞の方々

あったか声かけ運動 あったか声かけ運動 あったか声かけ運動 寒さに負けない 

11月19日、町内４駅と３中学校で、あったか声かけ運
動が行われました。これは青少年育成三種町民会議（新堀
賢一会長）主催によるもので、大人から進んで青少年に声
をかける場を設け、青少年育成の推進を図ることを目的に
毎年行われています。
冷たい雨風の中でしたが、通学・通勤中の学生も大人も、
元気に「おはようございます」と挨拶を交わしていました。

おはようジョギング体操 おはようジョギング体操 100日突破者72名！ 
11月23日、琴丘地域拠点センターで平成25年度おはようジ

ョギング体操100日突破者の表彰式が行われました。おはよう

ジョギング体操は昭和56年から始まり、今年で33回目になり

ます。

今年度の100日突破者は72名で、通算10年突破者が４名、

20年突破者が１名、小学校６年連続突破者が２名でした。

通算10年突破者 児玉　昭夫（内鯉川）、田村　アキ（山谷）

見上サツ子（鹿南）、柴田　正臣（鹿南）

通算20年突破者 川村　英夫（鹿南）

小学校６年連続突破者 熊谷　ナナ（鹿南）、近藤向日葵（鹿中）



◆問い合わせ先　教育委員会　生涯学習係
TEL 87－2113

盛況・国文祭プレイベント 盛況・国文祭プレイベント 盛況・町民祭プレイベント シリーズ国文祭 3

生 涯 学 習 通 信 
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●教育委員会
総務学事課総務係・学事係（琴丘総合支所内） TEL 87－2115
生涯学習課生涯学習係（琴丘総合支所内） TEL 87－2113
生涯学習課スポーツ係（琴丘総合体育館内） TEL 87－2222

●琴丘公民館 TEL 87－3232
●山本公民館 TEL 83－2354
●八竜公民館 TEL 85－2177

生涯学習に関する

申し込み・問い合わせ先

検 査 日 時 平成25年11月19日
午後２時

検　査　場 能代西高校

品　　　目 白　菜

産　　　地 秋田県三種町産

使用調理場名 三種町学校給食センター

セシウム134 測定下限値未満

セシウム137 測定下限値未満
※測定下限値＝10ベクレル
三種町ではこれからも、安心安全な

給食を子どもたちに提供していきます。

給食食材放射性物質　検査結果

新年の書道上達を祈願するとともに、三

種町の文化向上の一環として次のとおり

「新年書き初め大会」を開催します。

と　き 平成26年１月８日（水）
午後１時～３時まで

ところ 山本ふるさと文化館

対　象 町内小・中学生

※詳細、申込みに関しては、各学校から配

布されるチラシをご覧ください。

10月26日・27日に行われた三種町町民祭（会場・琴丘総合

体育館）で、国民文化祭１年前プレイベントとして「パッチワ

ーク・キルト展」が開催されました。町内のキルト愛好者の作

品や、東京国際キルトフ

ェスティバルで入選した

作品も特別出品され、来

場者たちは力作を興味深

そうに鑑賞していまし

た。

また、「国民文化祭・

あきた2014 キルトフ

ェスティバルinみたね」

のポスターと募集要項が

完成しました。この募集

要項は教育委員会や町内

各公民館に設置されてい

る他、三種町ホームペー

ジからもダウンロードで

きます。来年６月２日か

ら始まる応募の前に、ぜ

ひお手に取りください。

日　時 平成25年12月23日（月・祝日）午前９時30分から正午まで
場　所 山本公民館　第１講座室

対象者 幼児から大人まで　ご家族も大歓迎です♪　

内　容 ◎大型絵本や紙芝居の読み聞かせ。
◎簡単な手話で童謡を歌います。
◎わくわく物作り体験コーナーもあります。

材料代 『大人300円』『子ども無料』

※飲み物やおやつ等を用意しております。皆さまお誘いの上、
ご参加下さい。お待ちしております。

募集要項は
公民館に
あります！

◆問い合わせ先　山本公民館　TEL 83－2354

平成26年 

山本地区読み聞かせフェスタのご案内 山本地区読み聞かせフェスタのご案内 
山本地区読み聞かせグループ「あのねのネ」 

第２回 

絵画寄贈 
琴丘地域拠点セン
ターに絵画が寄贈さ
れました。長浜笑子
さん（中沢）作のも
ので、第59回国画
展へ出展されたもの
です。タイトルは
『あしたはお天気Ⅲ』
です。絵画は研修室に飾っています。お立ち
寄りの際はぜひご覧ください。

せせらぎ11月号に掲載された「インターナショナルクリスマスイベントin三種」ですが、参加対象が小学校１年生～中学校
３年生から、小学校１年生～６年生までに変更となりました。中学生向けにはまた別途イベントを企画中です！

訂正



26

INFORMATION ･････････････････････････

片野重脩交通遺児奨学会推薦募集

秋田県内に居住する交通遺児で高校に進学または在
学し、経済的理由から学資の支弁が困難な方

月額16,000円。返済の義務等の制約はありません。

県内各中学校・高校あてに推薦募集の案内を郵送し
ますので、各学校を通じて申請書類を請求し、必要書
類を添えてお申し込みください。

平成26年1月31日必着
◆問い合わせ先

公益財団法人片野重脩交通遺児奨学会事務局

（羽後交通株式会社秘書課内）TEL 0182－32－4152

申込期限

申込方法

給 付 金

申込資格

12月7日 13：00～16：00
プラザ都
一般市民、医療、保健、福祉従事者等
無料

◆問い合わせ先

山本組合総合病院　TEL 52－3111

参加費

対象者

場　所

日　時

山本組合総合病院
緩和ケア市民公開講座のお知らせ

おとも苑からのお知らせ

●12月10日　陶芸教室　10：00～15：00

●12月28日　歌謡教室　13：00～16：00

一般の方でも自由に参加できます。お気軽にどうぞ。
12月の休館日は2、9、16、24、29、30、31日です。
◆問い合わせ先

おとも苑　TEL 58－5295

安全で楽しい釣りをするために

海釣りをするときは次の事項を心がけましょう。
○ライフジャケットを必ず着用しましょう
○防水対策をした携帯電話を持ちましょう
○海に転落した人を発見したときは「118」に電話を
○立入禁止場所には入らないようにしましょう
○2人以上で行動しましょう
○悪天候時、無理に釣りをしないようにしましょう
○携帯電話から秋田県の海の気象情報等を！！
http://www6.kaiho.mlit.go.jp/akita/

◆問い合わせ先

秋田海上保安部警備救難課 TEL 018－845－1622

北朝鮮人権侵害問題啓発週間

平成18年6月「拉致問題その他北朝鮮当局による人
権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、12月
10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間とされま
した。
警察では、日本人が被害者である拉致容疑事案12件

（被害者17人）および朝鮮籍の姉弟が日本国内から拉致
された事案1件（被害者2人）の合計13件（被害者19
人）を北朝鮮による拉致容疑事案と判断し、北朝鮮工
作員等拉致に関与したとして8件に係る11人について、
逮捕状の発付を得て国際手配を行っています。
北朝鮮当局による人権侵害に関する国民の認識を深
めると共に、その実態を解明するため、日本人拉致容
疑について情報をお持ちの方は、ご連絡ください。
◆問い合わせ先

能代警察署　TEL 52－4311

多重債務相談窓口のご案内

東北財務局秋田財務事務所では、自らの収入で返済
しきれないほどの借金を抱え、お悩みの方がたからの
相談に応じています。
相談者が抱える借金の状況をお聞きするとともに、

必要に応じ弁護士・司法書士などの専門家に引継ぎを
行います。相談は無料です。

秋田財務事務所　秋田市山王7－1－4

月～金曜日（祝日・年末年始除く）8：30～17：15
◆問い合わせ先

秋田財務事務所　理財課　TEL 018－862－4196

受付時間

相談窓口

ドラゴンクリニック 
院長　奈　良　幸　雄 

医療法人　秋田愛心会 

内科・消化器内科・外科・整形外科 

〒018－2407  山本郡三種町浜田字上浜田１ 

TEL. 85ｰ4666 奈良幸雄 外科 循環器科  
呼吸器科 小児科 

診療時間 
月曜日～木曜日 
午後６時まで 

金曜日 
午後５時まで 

土曜日 
正午まで 

75歳以上 3,500円 
（75歳未満6,500円） 

インフルエンザ予防接種 65歳以上  無 料 （65歳未満1,000円） 

肺炎球菌ワクチン（5年効果） 

診療・予防接種時は、町内 無料送迎を行います。 

関節痛などの痛みもご相談下さい。 
（関節・ブロック注射） 

どちらも、三種町からの助成金制度利用 

広告
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放送大学４月生募集のお知らせ

創立30周年を迎えた放送大学では、平成26年度第Ⅰ
学期（4月入学）の学生を募集しています。
放送大学は、テレビ等の放送やインターネットを利
用して授業を行う通信制の大学です。働きながら学ん
で大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様ざま
な目的で幅広い世代、職業の方が学んでいます。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学など、

幅広い分野を学べます。
出願期間は2月28日まで。資料を無料で差し上げて
いますのでお気軽にご請求ください。
◆資料請求・問い合わせ先

放送大学秋田学習センター TEL 018－831－1997

http://www.ouj.ac.jp

林業退職金共済制度からのお知らせ

林業の仕事をしていたことがありませんか？
林業退職金共済制度（林退共）に加入していたが、

退職金をまだ受け取っていない方を探しています。
以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退共に
加入していたか分からない方についてもお調べいたし
ます。
また、罹災された共済契約者および被共済者の皆さ
まに対し、各種手続（共済手帳の紛失、退職金の請求
等）の必要が生じた場合は、できうる限りの範囲にお
いて速やかに対応したいと考えておりますので、最寄
りの支部または本部へお問い合わせ、ご相談願います。
◆問い合わせ先

林業退職金共済事業本部　TEL 03－6731－2887

「びっクリスマス」開催のお知らせ

びっクリ1…とびだすカードやオーナメントをつくろう
びっクリ2…クリスマスにかざりたいポスター展
びっクリ3…巨大なクリスマスカードルーム

11月30日・12月1日　10：00～
アトリオン地下1階イベントホール

◆問い合わせ先

秋田県文化振興課　TEL 018－860－1530

場　所

日　時

国有林モニターを募集

48名程度
2年間（平成26年4月～平成28年3月）

○国有林に関するアンケートへの回答（数回程度）
○現地見学会および会議への出席（2回程度）

12月16日～1月31日
◆問い合わせ先
東北森林管理局　TEL 018－836－2228

募集期間

お願いする内容

依頼期間

募集人員

厚生労働省からのお知らせ

閣議決定された「簡素な給付措置」をよそおった
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意くだ
さい。
●市町村や厚生労働省がＡＴＭ（銀行などの現金自動支
払機）の操作をお願いすることは絶対にありません。
●市町村や厚生労働省が「簡素な給付措置」の給付の
ために手数料などの振込を求めることはありません。
ご自宅などに、市町村や厚生労働省などをかたった
電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず市町
村や最寄りの警察署（あるいは警察相談専用電話♯
9110）にご連絡ください。

職業訓練の希望者を募集

●介護職員初任者研修科（15人）

1月21日～4月16日
東北ビル管材㈱ＴＢＫメディカ
12月18日まで

●情報ビジネス基礎科（15人）

1月27日～4月25日
能代文化学院
12月25日まで

●介護職員初任者研修科（20人）

2月18日～5月16日
㈱丸新製作所・スマイルケアスクール能代校
1月22日まで

◆問い合わせ先
ハローワーク能代　TEL 54－7311

募　集

場　所

期　間

募　集

場　所

期　間

募　集

場　所

期　間

広告募集中！  
●１号広告　たて4.5㎝、よこ18.5㎝、１回 1万円 
●２号広告　たて4.5㎝、よこ　 9㎝、１回 5千円 

広告募集中！  
このスペースに広告を掲載してみませんか？ 

　◆申し込み・問い合わせ先 
　　企画政策課情報統計係　TEL 0185ー85ー4818

※お申し込みは発行日（毎月1日）の1カ月前までに！ 

広告

かおる 動物病院 
KAORU Animal Hospital

■診療動物／イヌ・ネコ・ウサギ・フェレット・ハムスター・鳥・亀 等 

■診療時間 
　平　日＝午前９：00～12：00 
　　　　　午後３：00～６：00 
　日・祝日＝午前９：00～午後３：00まで 
　休診日＝金曜日 

■【往診可】 ■入院・ペットホテル設備有り 

〒016－0101　能代市字中関43－２　 TEL 0185－88－8308

その他のペットについてもお気軽にご相談ください。 

※休診日 急患（時間外）受付可 
　（要電話・可能な範囲内で対応します） 

東能代駅 
JR奥羽本線 

JA■ 至 能代駅 

ユー花■ みょうが館 みょうが館 
東能代郵便局 東能代郵便局 

■ ■ 

至 秋田 至 大館 
7

かおる動物病院 

⇒
 

年末年始ペットホテル・トリミング受付中（要電話） 

広告



主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  
主な行事  

主な行事  

主な行事  主な行事  

主な行事  

12月 

主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  

主な行事  
行　　　　　　　事　　　　　　　名 曜日 日 

日 1 
月 2 
火 3 
人権週間（～10日） 
特設人権相談所開設（10： 00～15： 00八竜ふれあいセンター） 
メロンキッズひろば ｢クリスマス飾り作り｣（9： 30～八竜改善センター） 
わくわくひろば ｢クリスマス飾り作り｣（9： 30～八竜改善センター） 
ドラえもん広場 ｢クリスマス飾り作り｣（9： 30～八竜改善センター） 

水 4 

心のふれあい相談員養成講座（13： 30～15： 00八竜改善センター） 木 5 
特設人権相談所開設（10： 00～15： 00山本公民館） 
特設人権相談所開設（10： 00～15： 00パレス琴丘） 
献血（山本地域　詳細17p） 
浜口保育園開放日「みんなで遊ぼう」 

金 6 

土 7 
普通救命講習の日 日 8 

月 9 
人権デー 
３地区なかよし交流会 ｢クリスマスクッキング｣（9： 30～農協団地センター） 火 10 

山本地域行政相談所開設（10： 00～12： 00山本公民館） 
八竜地域行政相談所開設（10： 00～12： 00八竜ふれあいセンター） 
３歳児健診（三種町保健センター） 

水 11 

木 12 
心のふれあい相談員養成講座（13： 30～15： 00八竜改善センター） 
鵜川保育園開放日「お誕生会に参加」 金 13 

土 14 
タブレット端末講習会（10： 00～15： 00すいらんの館） 日 15 
健康相談・コーヒーサロン（9： 30～11： 30金陵の館） 月 16 
琴丘地域行政相談所開設（10： 00～12： 00ひまわりセンター） 火 17 
健康相談・コーヒーサロン（9： 30～11： 30山本公民館） 水 18 
がん患者の集い（13： 30～三種町保健センター） 木 19 
心のふれあい相談員養成講座（13： 30～15： 00八竜改善センター） 
２歳児歯科健診（三種町保健センター） 
メロンキッズひろば ｢ようこそ！クリスマスお楽しみ会へ｣（9： 30～浜口保育園） 
わくわくひろば ｢クリスマス★誕生会に参加してみよう｣（9： 30～琴丘保育園） 
ドラえもん広場 ｢クリスマスお楽しみ会｣（9： 30～森岳保育園） 

金 20 

土 21 
日 22 
天皇誕生日 月 23 

火 24 
軽油引取税免税証 （八竜地域） の交付申請（10： 00～15： 30八竜改善センター） 
乳児健診（三種町保健センター） 
健康相談・コーヒーサロン（9： 30～11： 30すいらんの館） 

水 25 

心のふれあい相談員養成講座（13： 30～15： 00八竜改善センター） 
健康相談・おしゃべりサロン（13： 30～15： 30八竜改善センター） 木 26 

金 27 
土 28 
日 29 
役場仕事納め 
町県民税 （４期） ・国民健康保険税 （４期） 納期限 月 30 

大晦日 火 31 

●人　口 18,645人   （－14） 
　【男】 8,650人   （－10） 
　【女】 9,995人   （－ 4）  
●世帯数 7,027戸   （＋ 7） 
※平成25年10月末現在、（  ）内前月比 
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とうとう今年の暦も最後の一枚となりました。
みなさん今年はどんな一年でしたか。
僕はとにかくあっという間の一年でした。と締

めくくるにはまだ早い！なんといっても今年は大
晦日にビックイベントが待っています！そう三浦

隆司選手の世界タイトル防衛戦です！世界チャン
ピオンとして初めての国内での戦い！先回メキシ
コに応援に行けなかった分も今回は気合いを入れ
て熱く応援して来たいと思います。日本中を味方
に是非、三浦選手からは王者の貫録を見せつけ
KO勝ちを収めて欲しいものです。町民のみなさ
んの熱い応援をよろしくお願いします！はじめて
県外で迎える年越しとなります（^^）v （公）

編 集 後 記


